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■提案概要                                 No.1－70 

提案名 
ストック活用社会に向けた既存マンション流通促進に資す

る情報基盤整備事業 

分 野 
維持管理・流通シ

ステム 

提案者 マンション総合研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案の基本的考え方 
マンションのストック戸数は約 505 万戸（2006 年末、国土交通白書）に達し、既に主要な居住形態となって

いる。京都市内においては約 1,400 の管理組合数、約 85,000 戸のストックが存在している。時代はストック社

会に入り、既存マンションの流通に関する制度の整備が進められている。しかしながら、その供給方法や維持

管理、市場での評価、流通、修繕、建替え等に関して依然として多くの課題を抱えている。 

 「マンションは管理を買え」といわれながらも、マンションの管理組合の運営の実態や共用部分の管理の良

否に関する情報は現在の重要事項説明書において掲載する余地もない。つまり、ストック活用において重要な

要件であるマネジメントの視点が市場開示されておらず、社会の要請、住まいを探す人、そしてマンションの

管理組合の思いの間でミスマッチが生じているといえる。 
このような状況の中、京都ではマンションに関わる研究者や各種専門家、事業者等で構成する「マンション

総合研究会」（2003 年発足）により、2006 年 4 月に「京都マンションデータバンク（http://www.mansiondb.jp/）」

を稼働させ、インターネットによりマンションのプロフィールや管理情報を発信している。現在までに京滋の

1,954 件（2009 年５月現在）のマンションの情報を発信し、中でもモデルマンションとして約 200 件のマンシ

ョンの詳細な情報を発信している。これは、既存マンション購入を検討している消費者が各マンションの比較

検討を可能にするとともに、各マンション管理組合及び居住者にとっては情報発信を積極的に行うことでマン

ションの市場性を高めることを目的に設置されている。 

 2008 年度はこの次のフェーズとして「よく管理されたマンション」「防災の備えが十分なマンション」など

詳細でわかりやすい管理情報を発信し、既存マンションの流通市場において管理に関する情報を積極的に活用

する基盤を創ることを目的に「京都マンション管理評価検討委員会」を発足し、管理の評価方法、内容、組織

（京都マンション管理評価機構）を検討・確定し、第三者により管理評価・格付けの体制を整えた（「200 年住

まい・まちづくり担い手事業」採択）。 
2009 年度はマンションの管理評価・格付けの取組を実際に行い、積極的にホームページを通じて発信し、流

通市場においてこれらの情報を活用するシステムを構築する。 
 
■提案内容 
① 評価の方針について 

○建物の資産価値を直接計る評価・ 
格付けではなく、既存マンションを 
市場に乗せるための試みである。 

○評価については建物の維持に関す 
る管理の評価（基礎評価）、良好な 
自治形成に向けた管理の評価（優良 
管理評価）と二つの視点から行う。 
（基礎評価は星３つ配当、優良管理 
評価は５つ配当） 

○優良管理評価は、星の数だけを競 
うのではなく、多様性を許容し、他 
のマンションのモデルとなることを 
目指す。 

○評価と並行して「京都のマンショ 
ンのビジョン」を示す。 
○評価の方法はわかりやすく示し、 
その結果はウェブサイト等で発信す 
る。 
○第三者的な管理評価として、その内 
容を証明する書類を発行する。 

図１ マンションの管理を評価する内容 
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② 評価する項目について 

■基礎評価 

「基礎評価」は既に公開している「京都マンションデータ 
バンク」の情報及び流通の際に入手できる情報を基に実施す 
る。項目としては、①管理規約に関する内容、②長期修繕及 
び大規模工事に関する内容、③積立金会計の資料が整理され 
ているか、について評価することとしている（表１）。 

■優良管理評価 
「優良管理評価」については、複数の審査員による実地 

調査及び管理組合へのヒアリング調査を行い、①自治による 
管理、②豊かな人材の確保、③災害に備えた管理、④空住戸 
が出ない工夫、⑤地域との共存・共栄、の５つの項目を評価 
することとしている（表２）。優良管理評価については、 
それぞれの項目に対して複数の指標を設定しており、加点方 
式で評価することとしている。例えば「⑤立地する地域の 
住民組織との関係」では「住民組織に加入し、その役員や委 
員を担っている」であれば望ましい対応として２点、「住民 
組織に加入している」であれば標準的な対応として１点、と 
現状に応じて加点していく。５項目 28 指標を設定しており、 
項目ごとに１指標あたりの平均点を出して評価する。 
 
③ マンション管理に関するサポート活動 
以上のマンション管理の評価・格付け及び発信作業 

を通じて、マンションの管理情報を流通市場における 

インフラとしていく活動とともに、普及啓発活動や 

マンションの管理組合活動をサポートする活動を展開 

する。基礎評価、優良管理評価の結果はいわば「マン 

ション管理の診断書」ともいえるものであり、優れた 

点とともに、課題の抽出も可能となる。この課題を 

解決していくためのアドバイスとサポートも同時に 

行うことで、マンション管理のレベルアップを図る。 

 
④ 今年度の取組内容 
今年度は、マンションの管理を評価した情報を蓄 

積（基礎評価 300 件、優良管理評価 50 件を目指す） 

し、これを発信することで、この情報を住まい選び 

の際の必要な情報として根付かせるとともに、マン 

ションの管理に関する情報がストック活用型社会に 

おける必要な情報であることを実証する。本事業と 

して実施する間は、評価・格付けに関する内容と証 

明書は原則無料で発信・発行する。 

以上の基盤づくりを 1年間かけて行い、発生する 

作業や人件費等に関する分析を行い、以降は受益者 

負担型の評価事業としてビジネスモデルを確立する。 

 

■提案者からのコメント 

今回、長期優良住宅先導的モデル事業に採択された 
ことを非常に嬉しく感じております。私たちの京都 
での取組が全国ベースの取組に認められる契機となるよう、努力していきたいと思います。 
京都は、長い歴史に培われた地域コミュニティによる自治の伝統があり、本取組はコミュニティベースによる

マンション管理を前提としています。そしてマンション内及びマンションが立地する地域社会との関わりを重視

しながら、良好な管理を積極的に評価して長く安心して住まえるマンションを増加させるとともに、既存マンシ

ョンの流通を促進し、同時に空き住戸の減少とスラム化を防止する効果を期待しているものです。京都は 2003

年の新建築ルール、そして 2007 年の新景観政策によりマンションの建替えが困難になり、長期利用に向けたマ

ンションの管理の重要性が認識されたことが、本取組を促進する要因ともなっています。現状の既存マンション

市場における課題である、管理情報の欠如による情報の非対称性と、日本型の集住のマネジメントが適正に評価

されていない現状の緩和に寄与できる取組となるよう、頑張りたいと思います。 

表１ 基礎評価 

表２ 優良管理評価 
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